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1 はじめに

γ 大飯発電所の緊急時対策所については、現在運用中の 1・ 2号機原子炉補助建屋内

から、新たに設置する緊急時対策所建屋内にその機能を移行する計画としている。

γ 新たな緊急時対策所の設置については、令利元年 12月 11日に原子炉設置変更

許可を受領しており、許可を受けた基本設計に基づく工事計画の認可申請を令和元年

12月 12日に実施した。

γ 本資料では、新たな緊急時対策所の工事計画の概要について説明する。
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2 緊急時対策所の概要 (1/4)
・ 緊急時対策所は、耐震構造の地上 2階建、1階にチェンジングエリア等、2階に対策本部を設置する。

・ 対策本部には約 110名を収容可能な広さを確保し、通信連絡設備等を設置または保管する。

・ 緊急時対策所周辺に 緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット、

空気供給装置、電源車 (緊急時対策所用)を保管する。

・ 緊急時対策所建屋の遮蔽壁とあわせて、プリレーム通過時にも緊急時対策所に要員がとどまること力Ч 能な設計とする。
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空気供給装置

緊急時対策所
遮蔽

緊急時対策所非常用 緊急時対策所非常用
空気浄化ファシ      空気浄化フィ,レタユニット

衛星系回線
津波監視カメラ※2

衛星系回線

電源車

(緊急時対策所用 )

※ 1 緊急時対策所機能に直接関係のない設備であり、既工事計画と同様の設計方針にて新設する設備

※ 2緊 急時対策所機能に直接関係のない設備であり、設置場所又は保管場所が変更となる設備

※ 3緊 急時対策所機能に直接関係のない設備であり、表示先及び電源構成が変更となる設備
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2 緊急時対策所の概要 (2/4)

【配置上の適‖生】

(1)安定した地盤に設置でき、地震の

影響が′」ヽさい。

(2)高台に設置でき、津波の影響を受

けない。

(3)中央制往Ⅱ室から離れた位置に設置

できる。

(4)炉心から離れた場所に設置でき、

放射線の影響力`小さい。

(5)可搬型重大事故等対処設備の保

管場所等へのアクセスルートカ判饉保

できる。
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2mの敷l也に設

ため十分な裕度が

基準津波の遡上波

て影響を受けるおそ

高水位
P.十

E.L.
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緊急時対策所

(EBLB+9.2m)

約650m

約760m
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2.1設置位置
O緊急時対策所は、設置変更許可において地盤の安定性や配置上の適:1生が確認された位置に設置する。

【地盤の安定性】

緊急時対策所を設置する地盤は、基準地震動Ssによる地震力が作用した場合におしても、すべり、傾斜及び

接地圧に対して十分に安定性を有する。
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2 緊急時対策所の概要 (3/4)
2.2建屋構造

O構造概要

緊急時対策所建屋は、耐震構造の建物である。

建物の耐震評価は、基準地震動SJこよる地震力に対して、耐震壁のせん断ひずみ、最大接地圧及び部材に

生じる応力が許容限界を超えないこと及び保有水平耐力が必要保有水平耐力を上 ることを確認している。

概略平面図 1階
概略断面図 (B一 B断面)

建屋緒元
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ロ

緊急時対策所建屋

鉄筋コンクリート造 壁式構造

地上2階

枠囲みの範囲は機密(こ係る事項ですので公開することはできません。

建屋

項 目

主要構造

NS方向

EW方向

高さ

階数

平面形状

面 図 2



2 緊急時対策所の概要 (4/4) フ

2日 3緊急口寺女寸策 P~斤

O対策本部
緊急時対策所は、本部要員及び本部要員の指示のもと重大事故への対処を行う班員 (約 110名 )

並びに必要な設備を配置しても活動に十分な広さを確保する。また、指示要員と現場要員等との輻車奏を避ける

レイアウトとし、3号機及び4号1幾用のあ虫立したエリアを配置する。

Oチェンジングエリア
屋タトからの汚染の持ち込みを防止するための身体サーベイ、防護着の着替え等をイ〒うための、チェンジングエリアを

緊急時対策所に併設する。
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3 緊急時対策所の機能に係る設備 (1/8)
3.1設備の概要
O緊急時対策所機能を確保するために必要な設備につしては、機能没丈以下に示す構成で配備すると
なお、各設備の設計は、既設プラントで実績のある設計とする。
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緊急時対策所建屋

空気供給装置

【凡例・注釈】
Eコ :緊急時対策所遮蔽
※ 1:既設を引き続き使用
※2:衛星電話、携行型通話装置、統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備等

※3:原子炉格納容器と緊急時対策所間に設置し、緊急時対策所に指示値を伝送

1

緊急時対策所機能

居住性の確保

情報の把握

通信連絡

電源の確保

2

3

4

電源車 (緊急時対策所用)

1

分
電
盤

酸素濃度計、二酸化炭素濃度計
3

緊急時対策所内エリアモニタ

2 SPDS表示装置、 通

【2階】

【1冊当】Ｈ

／

制御建屋

安全パラメータ

表示システム

(SPDS)※
1

2

Ｃ

／

Ｈ

／

Ｆ

／

Ｆ

1 1
緊急時対策所非常用
空気浄化フィルタユニット

緊急時対策所非常用
空気浄化ファシ

‐

4



3 緊急時対策所の機能に係る設備 (2/8)
3.2居 住性の確保

(1)緊急時対策所換気設備
O緊急時対策所可搬型空気浄化装置

緊急時対策所非南用空気浄化ファンを使用し、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットを介して屋外の

空気を供給することによつて、緊急時対策所内への放射‖生物質の流入を低減する設計とする。

O空気供給装置
プルーム通過中において空気ボンベを使用し、緊急時対策所内を加圧することによって、緊急時対策所内への

希ガス等の放射性物質の流入を防止する設計とする。

Eコ :緊急時対策所返蔽

① :緊急時対策所非常用空気浄化フアン

② :緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット

③ :空気供給装置

9

備  考

〇系統構成
・可搬 2系統 (建屋内は常設 )

・緊急時対策所より起動・停止操作可能
・建屋近傍の屋外に保管

〇フアン
・正圧維持並びに02及びC02濃度の許容

濃度を満足する容量

。建屋近傍の屋夕Hこ保管
・プリレーム通過時に12時間緊急時対策所の加

圧を可能とする容量

緊急時対策所建屋

緊急時対策所非常用

空気浄化ファン

[40m3/min]

緊急時対策所非常用

空気浄化フィルタユニット

空気ボンベ

フ20本
(+予備80本 )

緊急時対策所

可搬型空気浄化装置

空気供給装置

「

③

緊急時対策所建屋

常設

【2階】

【1隣彗】
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Ｃ
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Ｈ
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Ｆ
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【空気供給装置】
12時間連続加圧を可能

とする空気ボンベフ20本
(+予備80本)を配備



3 緊急時対策所の機能に係る設備 (3/8) 10

(2)緊急時対策所遮蔽

緊急時対策所遮蔽は、重大事故等が発生した場合におして、緊急時対策所にとどまる要員を放射線から

防護するための十分な遮蔽厚を有する設計とする。

概略平面図 (1階 ) 概略断面図 (B― B断面)

備  考

・タト吉|の放射線に文寸して、最短通過距離部においても
950mm以上の遮蔽厚を確保

・外部の放射線源を直接見込まないよう、迷路構造の

遮蔽を設ける設計

緊急時対策所建屋

緊急時対策所遮蔽

[遮蔽厚950mm]

建屋

項 目

生体遮蔽装置

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。



3 緊急時対策所の機能に係る設備 (4/8)
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(3)被 (よ評価
重大事故等時に緊急時対策所にとどまる要員が受ける線量を計算し、その結果が居住性に係る被|よ評価

の判断基準を満足することを確認している。

判断基準 :要員の実効線量が事故後フ日間で100mSvを超えないこと。

3,4号機原子炉格納容器
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緊急時対策所の居住性に係る被(よ経路イメージ

放射線雲からのガンマ線・・
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＼、苓
急時対齋所
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吸入摂取
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直接ガンマ線

捕  考

※ 1

居住性に係る被 tよ評価の
判断基準を満足

フ日間での実効線量(mSv)

緊急時対策所

約 2.5X10-4

約3.5× 10-3

約3.5× 100

約 5.フ X10-1

約4.2※ 1

被(ま経路

①類扇蘊癸詫解認落寝藩?ソ
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②
辮 緞

放射性雲中の放射性物質からの

③ 外気から室内に取り込まれた放射性物質による被(よ

④ 大気中へ放出され地表面に沈着した放射性物質から
のガンマ線による被ばく
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3 緊急時対策所の機能に係る設備 (5/8) 12
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(4)酸素濃度維持及び二酸化炭素濃度抑制

緊急時対策所非常用空気浄化ファンの使用時及び空気供給装置による加圧実施時におして、緊急時対策所

内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度を評価し、要員の活動に支障がない濃度であることを確認している。
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時 間 lh]

使用期間及び流量

空気供給装置

加圧方法

フアン 約40m3/min 約33m3/min

↓酸素濃度

↑酸素許容濃度19%

し二酸化炭素許容濃度生%

↓二酸化炭素濃度

[緊急時対策所内を空気供給装置により12日寺間加圧する場合の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の推移 ]



3 緊急時対策所の機能に係る設備 (6/8)B

13

3口 3‖青華辰の子巴}犀至
OSPDS表 示装置

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送できるデータ伝送設備として、安全パラメータ

表示システム (SPDS)を 制御建屋に設置し、SPDS表 示装置を緊急時対策所に設置する。

緊急時対策所建屋 制御建屋

衛星系回線 衛星系回線

有線系回線 安全ブぐラメ‐タ

表示システム

(SPDS)
SPDS
表示装置

備  考

・設備項目に変更なし

制御建屋

常設 :―式

[既設を引き続き使用 ]

緊急時対策所建屋

常設 :一式

建 屋

項 目

安全パラメータ表示システム

(SPDS)

SPDS表 示装置



3 緊急時対策所の機能に係る設備 (7/8) 14

3日4通信連絡
O衛星電話、携行型通話装置、統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備等

発電所内の人に必要な指示ができるよう、多様性を確保した通信設備 (発電所内)として、衛星電話、携行

型通話装置等を設置又は保管する設計とする。

発電所外の通信連絡をする必要のある場所と連絡んできる通信設備 (発電所外)として、多様性を備えた統

合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備等を設置叉は保管する設計とする。

緊急時対策所建屋 国及び地方公共団体 原子力事業本部

衛星系回線
―

 衛星系回線

有線系回線

統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備

TV会議システム

IP電話

IP― FAX
SA

・衛曇電話
・緊急時衛星通報システム

携行型通話装置   sA
。電力保安通信用電話設備
・無線通話装置
・社内テレビ会議システム
・運転指令設備
。加入電話      DB

備  考

・通信連絡設備項目に変更なし

緊急時対策所建屋

常設・可搬型 :―式

可搬型 :一式

鴬設 :―式

建屋

衛星電話

携行型通話装置

・統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備
・緊急時衛星通報システム



3 緊急時対策所の機能に係る設備 (3/8)
3日 5電源の確保
O電源車 (緊急時対策所用)は、以下の設計する。

a日 設備構成

(a)1台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有する。

(b)予備も含めて3台保管することで多重性を有する。

(c)燃料油貯蔵タンク又は重油タンクよリタンクローリーを用いて燃料を補給できる。

b日 電源系統

(a)緊急時対策所機能の確保に必要な緊急時対策所非常用空気浄化ファン、通信連絡設備及び

モニタリング設備等に必要な電力を供給できる。

電源車 (緊急時対策所用 ) 所内非常用

電源より

15

備  考

・1台で緊急時対策所全体の

負荷に対して給電可能
・緊急時対策所より操作可能
・予備を含めて3台を分散配置

・フ日間の連続負荷運転に必

要な燃料を供給可能

・緊急時対策所機能に必要な

負荷へ給電する。

緊急時対策所建屋

電源車 (緊急時対策所用 )

[220kVA]

タンク回―リーによる

・緊急時対策所非常用空気浄化ファン
・通信連絡設備

(通信機器、通信端末、ディスプレイ)

。モニタリング設備
。その他 (照明設備、誘導灯等)

建 屋

項 目

発電機

燃料補給

負荷

各負荷      各負荷

(通信連絡設備等)へ (照明設備等)ヘ

)

)?
各負荷

(換気設備等)ヘ

緊急時対策所
コントロールセンタ
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(1)工事計画 (本文 )

緊急時対策所の設置につして、今回の工事計画認可申請書 (本文)の記載概要を以下に示す。

・「第2章 2.4負荷に直接接続する電源設備」につして、現緊急時対策所から緊急時対策所建

屋内に設置する緊急時対策所の設計方針に変更 (設備、保管場所、電源構成の変更等)

また、電源車 (緊急時対策所用)(DB)廃 止に伴い、「2.4,3設備の共用」を削除
。「第2章 表1非常用電源設備の主要設備リスト」に電源車 (緊急時対策所用)を変更または

封自ヨb日

・「第2章 表1火災防護設備の主要設備リスト」に火災区域 (区画)、 消火設備 (容器及び

主配管)を変更または追加

変更なし

(津波監視カメラの設計方針に変更なし)

・「第1章 2.3.3設計方針、5.1.5環境条件」について、屋外に設置する重大事故等対処施設

の風 (台風)及び竜巻による風荷重に対する設計方針を変更 (許可反映)

。「第1章 2.1地震による損傷の防止 6.3安全避難通路」について、保管場所等を変更
・「第2章 1.緊急時対策所」について、現緊急時対策所から緊急時対策所建屋内に設置する緊

急時対策所の設計方針に変更 (設置場所、設備、保管場所の変更等)

。「第2章 表1緊急時対策所の主要設備リスト」に緊急時対策所機能を変更または追加

。「第2章 1.2計測装置等、1.4通信連絡設備」について、現緊急時対策所から緊急時対策所

建屋内に設置する緊急時対策所の設計方針に変更 (設備、保管場所、電源構成の変更等)

。「第2章 1.放射線管理施設、2.2換気設備」につして、現緊急時対策所から緊急時対策所建

屋内に設置する緊急時対策所の設計方針に変更 (設備、保管場所、電源構成の変更等 )

。「第2章 表1放射線管理施設の主要設備リスト」のうち、放射線管理計測装置、換気設備、

生体遮蔽装置を変更または追加

以下を変更または追加
・火災区域構造物及び火災区画構造

(緊急時対策所建屋 )

。消火設備 (全朗 (ロン消火設備 )

変更なし

タンクローリ及びホースについて、「)F常用
電源設備」との兼用を記載

以下を変更またI熱勤日
・緊急時対策所機能

変更なし

以下を変更または追加
・放射線管理計測装置 (サ

ーヘ
｀
イメータ等 )

。換気設備 (空気供給装置等 )

・生体遮蔽装置(緊急時対策所遮蔽等〕

以下を変更または追カロ
・電源車 (緊急時対策所用 )

。タンクローリ (ホース含む)

火災防護設備

浸水防護施設

補機駆動用

燃料設備

緊急時対策所

非常用電源

設備

計測制御系統施設

放射線管理施設

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉

の
附
属
施
設



4 工事計画認可申請書の概要 (2/3)
(2)工事計画 (添付書類 )

実用炉規貝」別表第二に従い、以下の添付書類を添付している。記載概要を以下に示す。
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照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわなし

計方針について説明する。

本申請に係る設備別記載事項 (放射線管理施設、非常用電源設備、火災防護設備等)のうち容量等

の設定根拠について説明する。

緊急時対策所に係る設計基準対処施設及び重大事故等対処設備の「多様性及び位置的分散」、「悪影

の共通要因により同時に機能喪失しない設計等)

につして説明する。 (304号機中央制御室と

火災により緊急時対策所の機能に係る設備が、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよ

つ、

防護対策を行うことを説明する。

「悪影響防止」として緊急時対策所に係る重大事故等対処設備のうち高速回転機器について、オーパース

こヽとを説明する。

緊急時対策所機能のうち「情報の把握」及び「通信連絡」について、その詳細設計を説明する。

非常灯及び誘導灯を配置した安全避難通路の詳細設計方針について説明する。

工事の計画力壻隻置許可申請書の基本方針に従つた詳細設計であることを、設置許可申請書との整合性に

より示す。

緊急時対策所に係る重大事故等対処設備が想定される自然現象 (地震を除く)及び人為事象に対して笠

受けない設計等)

を説明する。 (基準津波の影響を

非常用照明に関する説明書

安全設備及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全'1生に

関する説明書

発電用原子炉施設の火災防護に関す

る説明書

発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポン
典 の損壊に伴う飛散物による損傷防
護に関する説明書

通信連絡に関する説明書

安全避難通路に関する説明書

発電用原子炉の設置の許可との整合

性に関する説明書

発電用原子炉施設の自然現象等によ
る損傷の防止に関する説明書

設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書

資料 8

資料 9

資料 2

資料 3

資料 4

資料 5

資料 6

資料 フ

資料 1
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緊急時対策所機能のうち、緊急時対策所への汚染の持込みを防止するため、身体サーベイ及び作業服の着

替え等を行う区画で放射線管理用計測装置等を用いて汚染の持込みを防止するための出入管理力冶滉る

出入管理設備 (緊急時対策所チェンジングエリア)について説明する。また、環境試料分析装置に係る保

管場所の変更についても説明する。

緊急時対策所の機能のうち、重大事故等時の緊急時対策所の居住性を確保するために設置する緊急時対

策所遮蔽の設計並びに放射線の遮蔽及び熱除去の評価につして説明する。

緊急時対策所の代替交流電源で 関して説明する。

こついて

説明する。

性を示す評価 (線量評価、酸素濃度及び二酸化炭素濃度評価)を説明する。
緊急時対策所の機能のうち、

(緊急時対策所建屋)及び申請対象設備 (火災防護設備、可

搬型重大事故等対処設備を含む)が基準地震動に対する地震力に対し、緊急時対策所の機能を喪失し

ないために必要な耐震性を有していることを説明する。

今回の申請対象となるクラス3機器 (火災防護設備)、 重大事故等クラス2管 (換気設備)及び重大事
故等クラス3機器 (可搬型SA設備)が十分な強度を有することを説明する。また、竜巻及び火山の荷重

いても説明する。

本工事計画にかかる設計等の品質管理の実績・言十画につして説明し、

規貝u」こ適合していることを示す。

緊急時対策所機能のうち、緊急時対策所内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するための
エリアモニタリング設備の構成及び計測範囲について説明する。また、固定式周辺モニタリング設備の電源及
びデータ伝送系に係る変更、並びに移動式周辺モニタリング設備に係る保管場所の変更についても説明する。

緊急時対策所の居住性に関する説明
圭

強度に関する説明書

設計及び工事に係る品質管理の方法

等に関する説明書

放射線管理用計測装置の構成に関す
る説明書並び1蓄十測範囲及び肇報動

作範囲に関する説明書

管理区域の出入管理設備及蝦 境

資料分析装置に関する説明書

生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱

除去についての計算書

非常用発電装置の出力の決定に関す

る説明書

緊急時対策所の機能に関する説明書

耐震性に関する説明書

資料13

資料14

資料15

資料16

資料17

資料18

資料10

資料11

資料12
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淵 ■■枚|■ |1出十「|■ |II十 11-■

今回の工事計画認可申請における技術基準規貝」の適合性について下表に示す。

。資料 2

。資料 8′ 9

・資料 4

・資料 4

・資料 13

・資料 7′  1 フ′ 18

・資料 フ′ 17

。資料 10

・資料 2′ 10

電気設備について、接地による感電及び火災の防止措置、保護継電器及び遮断器の設置による異常の予防

及び保護対策等を請じる設計としていることから、第48条の規定に適合していると判断した。

津波の襲来を察知し津波防護施設の機能を確実とする津波監視設備について、入力津波に対して、要求され

る機能が十分に保持できる設計としていること等を確認したことから、第 6条の規定に適合していると判断した。

緊急時対策所内に容易に識別できる安全避難通路を設置するとともに、避難用照明として、蓄電池を内蔵した

非常灯及び誘導灯を設置する設計としていることから、第 13条の規定に適合していると判断した。

安全施設のうち、安全機能を有する構築物、系統及び機器について、想定される環境条件において、実証試験

等により耐J性を確認した設計としていることから、第 14条の規定に適合していると判断した。

重要安全施設以外の安全施設のうち安全機能を有する構築物、系統及び機器につして、他号機と共用し、又

は相互に接続する通信連絡設備は、原子炉施設の安全性を損なわない設計としていること、保守点検力司 能

な設言十としていること等を確認したことから、第 15条の規定に適合していると半」断した。

モ三タリングステーション及びモニタリングポストは、非常用所内電源に接続し、電源復旧までの期間、電源を供給
できる設言十としている等を確認したことから、第 34条の規定に適合していると半」断した。

以下の設言十としていることを確認したことから、第 46条の規定に適合していると半」断した。
・通信連絡 (発電所内)のため、必要な通信連絡設備等を設置又は保管
・通信連絡 (発電所外)のため、必要な通信設備及びデータ伝送設備を設置又は保管
・酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管

通信連絡 (発電所内)のため警報装置及び多様!陛を確保した通信設備を、通信連絡 (発電所外)のため

多様性を確保した専用通信回線を設置又は保管する設計としていること等から第 47条の規定に適合している

と半」断した。

設計基準対象施設 (緊急時対策所)における建物。構築物は、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定す

る地震力が作用した場合におしても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置することを確認したこと

から、第 4条の規定に適合していると判断した。

設計基準対処施設 (緊急時対策所)を耐震重要度Cクラスに分類し、それに応じた地震力に十分耐えられる

設計としていること、津波監視設備については、基準地震動Ssによる地震力に対して、その施設に要求される機

含ヒカ幣R持できる設計としていること等から、第 5条の規
~疋

に適合していると半」断した。

第 6条
(津波による損傷の防止)

第 13条
(安全避難通路等)

第 14条
(安全設備)

第 15条
(設計基準対象施設の機能)

第 34条
(計測装置)

第46条
(緊急時対策所)

第 4フ 条

(肇報装置等)

第 48条
(準用 )

第 4条
(設計基準対象施設の地盤)

第 5条
(地震による損傷の防止)

適合性の確認 添付書類
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資料 11

資料 4′ 13′
14

資料 ４

３

６
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刀
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〓

７

１

１
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１

１
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１

１
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資料 10

資料 2′ 10

資料 2

資料 5′ 10

０

５

１

１

資料 2′ 4′ 6′

(別添 )

緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講じた設計とするととも

に、必要な!1青報を把握できる設備及び発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設置又は

保管する設計とする。また、必要な数の要員を収容できる設計としていること等を確認したことから、第 76条の規定に適合していると判

断した。

重大事故等が発生した場合におして発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を施設し、代

替電源設備からの給電を可能とする設計としていることから、第 77条の規定に適合していると判断した。

重大事故等対処施設の内燃機関、電気設備のそれぞれについて、準用する規定を満足する設計としていることから、第 78条の規定

に適合していると半」断した。

津波の襲来を察知し津波防護施設の機能を確実とする津波監視設備につして、入力津波に対して、要求される機能が十分に保持で

きる設計としていること等から、第 51条の規定に適合していると半」断した。

火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう、緊急時対策所設備を設置する火災区域及び火災区画に対し

て、火災の発生防止、火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計としていることを確認したことから、第 52
条の規定に適合していると判断した。なお、2019年 2月の「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」の改

正に係る対応については、経過措置期限力壻隻定されており、本申請には含めていない。

重大事故等対処設備 (緊急時対策所)について、「多重性、多様!l生及び位置的分散」、「悪影響防止」、「環境条件等」、「操作性

及び試験。検査陛」力淵寺足されること等を確認したことから、第54条の規定に適合していると半」断した。

重大事故等クラス2管及び重大事故等クラス3機器につして、適切な材料及び構造としていることを確認したことから、第 55条の規

定に適合していると半J断した。

緊急時対策所換気設備のうち空気供給装置には、圧力の過度の上昇を適切に防止する安全弁が必要な箇所に設ける設計としている

ことから、第 57条の規定に適合していると半J断した。

十分な台数の可搬型モニタリングラ彬(卜を配備すること、常設モニタリング設備は代替交流電源設備からの給電を可能とすること等を確認
したことから、第 75条の規定に適合していると半」断した。

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設 (緊急時対策所)は、基準地震動Ssによる地震力が作用した場合にお

しても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置することを確認したことから、第 49条の規定に適合していると判断した。

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設 (緊急時対策所)は、基準地震動S創こよる地震力に対して、重大事故

等に対処するために必要な機能力Ч員なわれるおそれがない設計としていること等を確認したことから、第 50条の規定に適合していると判

断した。

第 フ5条
(監視測定設備 )

第 76条
(緊急時対策所)

第 77条
(通信連絡を行うために必

要な設備 )

第 78条
(準用 )

第 51条
(津波による損傷の防止)

第 52条
(火災による損傷の防止)

第 54条
(重大事故等対処設備 )

第 55条
(材料及び構造)

第 57条
(安全弁等)

第 49条
(重大事故等対処施設の

地盤)

第 50条
(地震による損傷の防止)

技術基準規則【SA】 適合性の確認 添付書類
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下記条文も本工事計画の関係条文であるが、既工事計画の適合性確認結果に影響を与えるものではないことを下表のとおり確認した。

本工事計画の申請対象のうち安全パラメータ表示システム (SPDS)及 び安全パラメータ表示システムにつして本条文の適用を受

けるが、それぞれ伝送先および設置。保管場所の変更であり、既工事計画において確認された設計に影響を与えない。

本工事計画は、人の不法な侵入や不正アクセス行為等の防止が図られた区域内に緊急時対策所等を設置する工事であり、人の不

法な侵入等の防止に関する設計は、既工事計画において、適合性が確認された状態と同じであり、適合性が確認された内容を変更す

るものではない。

大飯発電所の敷地内には、急傾斜地崩壊危険箇所として指定された箇所はない。

本工事計画の設計基準対象施設について本条文の適用を受けるが、防護対象とならないことから、既工事計画において確認された設

計に影響を与えない。

本工事計画のうち津波監視カメラについて、本条文の適用を受けるが、津波監視カメラ本体の位置の変更であり、中央制御室における

津波監視カメラモニタに変更はないことから、既工事計画において確認された設計に影響を与えない。

本工事計画の申請対象のうちSAクラス2管について本条文の適用を受けるが、本条文は使用中の運用要求であり、設計段階にお

いて確認する条文ではない。

本工事計画の申請対象のうちSAクラス2′ 3機器について本条文の適用を受けるが、本条文は使用前検査にて確認する耐圧試

験要求であり、設計段階におして確認する条文ではない。

本工事計画の設計基準対象施設について本条文の適用を受けるが、防護対象とならないことから、既工事計画において確認された設

計に影響を与えない。

本工事計画は、立ち入りの防止が図られた区域内に緊急時対策所等を設置する工事であり、立入りの防止に関する設計は、既工事
計画において、適合'性が確認された1犬態と同じであり、適合性が確認された内容を変更するものではない。

第 38条
(原子炉制御室等)

第 56条
(使用中の亀裂等による破壊の防止)

第 58条
(耐圧試験等)

第 73条
(計装設備 )

第 7条
(外部からの衝撃による損傷の防止 )

第 8条
(立入りの防止)

第 9条
(発電用原子炉への人の不法な侵入等

の防止)

第 10条
(急傾斜地の崩壊の防止)

第 11条
(火災による損傷の防止)

技術基準規則 考え方
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補足資料



緊急時対策所建屋の耐震安全性評価の概要 (1/3) 23

・ 緊急時対策所建屋は設計基準対象施設においては「Cクラス施設の間接支持構造物」に、重大事故対処施設に

おしては「常設重大事故緩和設備の間接支持構造物」に分類される。

・ 緊急時対策所建屋を構成する壁及びスラブの一部は緊急時対策所遮蔽に該当し、「常設重大事故緩和設備」に

分類される。
・ 基準地震動 Ssに対して建屋の評価対象部位の耐震安全性評価を行う。

・ 耐震壁については質点系モデザレを用いた地震応答解析による評価を、スラブ・基礎につしては3次元 FEMモデル

を用いた応力解析による評価を実施。なお、質点系モデザレlこは材料物性のばらつき等を考慮する。

許容限界

「JEAG4601」に基づく
最大せん断ひずみ 2BOX 10-3

「JEAG4601」に基づく

第一折点のせん断ひずみ度
「RC―N規準」における

短期許容応力度
「RC― N規準」における

終局耐力

地盤の極限支持力度

必要保有水平耐力以上

評価手法

応力解析地震応答解析

地震力

Ss幻断翌日寺

Ss地震時

Ss地震時

Ss北J馨郭寺

Ss地震時

保有水平耐力

評価対象部位

():要求機能

耐震壁

(支持機能、遮蔽性 )

耐震壁

(気密性 )

スラブ

r遮蔽性、気密性〕

基礎

(支持機能 )

基礎地盤

構造物全体



緊急時対策所建屋の耐震安全性評価の概要 (2/3)
○評イ面女寸象及び言平価モデル

24

引 |■t.● ♯|‐
i・

■ ―,ド i■■… ⅢI I「
‐  ― ● || |■ 十

概略断面図概略平面図

質点系モデル 3次元FEMモデル

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。



緊急時対策所建屋の耐震安全性評価の概要 (3/3)

地震力に対して、耐震壁の最大せん断ひずみ、建屋全体における最大接地圧、保有水平耐カカ壻午容限界内に

留まることを確言忍した。
地震力に対して、基礎及びスラブの部材に生じる応カカ壻午容限界内に留まることを確認した。

25

●

●

許容限界

2B00X10-3

OH181X10-3

lE00

2.36

1日 00

2.36

13フ00

370
(保有水平耐力 )

発生値

0日0816X10-3

0日0816X10-3

OB448

OB431

OH308

OB506

350

18L0

(必要保有水平耐力 )

評価項目

最大せん断ひずみ

最大せん断ひずみ

軸力+曲,光―メント+面内せん断力

[必要鉄筋量/酉己筋量]

面外せん断応力度

[N/mm2]

軸力 +曲廃 ―メント+面内せん断力

[必要鉄筋量畑己筋量 ]

面外せん断応力度

[N/mm2]

最大接地圧

[kN/m2]

保有水平耐力

[× 103kN]

対象部位

():要求機能

耐震壁

(支持機能、遮蔽性 )

耐震壁

(気密性 )

スラブ

(遮蔽性、気密性)

基礎

(支持機能)

基礎地盤

建屋全体

地震力

Ss地震時

保有

水平耐力

(各対象部位におして、最も厳し研詔面結果を代表として記載)



滓波監視カメラの移設
|■ itt i ti,  ,,1■ 1

26

基準要求・基本設

計方針を満足した

設置箇所であること

を確認

基準要求・基本設

計方針を満足した

機能であることを確

認

移設により位置変

更し

'功

、ヾ海水取水

路の防波堤周辺を

監視可能であり、基

準要求・基本設計

方針を満足した監

視範囲であることを

確認

基準要求・基本設

計方針を満足した

設計であることを確

認

基準要求・基本設

計方針を満足した

電湯巳垢十であること

を確認

津波監視設備である津波監視カメラのうち、1号炉原子炉補助建屋壁面工R+38日 3mの高さに設置されて

いる津波監視カメラについて、3号炉原子炉格納施設工R+79B8mへ移設しても、既許認可で説明してきた、

監視・性能、視野範囲、構造強度及び電源に係る機能に問題ないことを下表の通り確認している。
表 津波監視カメラ移設前後の設計方針の比較

津波の影響 (波カ

及び漂流物の衝突
等)に対して、影響
を受けにくい位置

入力津波に対して津

波監視機能が十分
に保持できるよ所隻

計

基津地震動による

地震力に対して、そ
れ詢 の施設及び設

備に要求される機能

力幣RJ寺できること

海水ポンガ至床面上

(T.P.+10,Om)
1号炉原子炉補助建屋壁

面(TR+38,3m)
3号炉原子炉格納施設

(TR+79.8m)
波力及び漂流物の影響を受け
なし辻 置に設置

映像信号を中央制御室へ伝

送し、中央制御室にて周囲の

1犬況を昼夜にわたり監視できる

よう、日音視機能を有する設言十

津波の襲来状況を監視できる

設計

暗視機能を有し、津波の襲来状況等をリア)レタイムかつ継続的に監視

【津波監視カメラの仕様】
カメラ構成 :可視光と赤外線のデュアルカメラ、ズーム :デジタルズーム4倍(赤外線カメラ)

遠隔可動 :水平可動360。 上下可動±90°、夜間監視 :可能(赤外線カメラ)

取水路からの入力津波及  防波堤沖からの入力滓波の状況を監視

び海水ボンえ 周辺敷地
の津波遡上の状況を監視

基準地震動による地震力に対して地震時に要求される機能を喪失しないよう評価

非常用所内電源(ディーゼ

ル発電機等)から受電

霜源車(緊急時対策所
用XDB)又は電源車
(緊急時

非常用所内電源(ディーゼル

発電機等)から受電

基準地震動に対して機能を喪

失しない設計

非常用所内電源設備から給

電する設計

要求事項

設置許可基準規則
の角串釈 (男」言己2′ 3)

配置変更なし 移設前

カメラ②

移設後

津波監視カメラ

カメラ①
工認における津波監視

カメラの基本設言十方針
移設後の評価

電源

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。受電



滓波監視カメラの視野範囲 27
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〇設置許可基準規則の解釈 月」記 3(津波 (こよる損傷の防止)では、「津波監視設備による津波の襲来

状況の把握」が要求事項として明記されている。

①津波監視カメラの移設前後における視野範囲イメージを下図に示す。

〇津波監視カメラの移設前後 (こかかわらず、海水取水国の防波堤周辺を監視可能であり、「津波の襲来状

況の把握」に問題ないことを確認している。

図 1 イメージ ( 図2視野範囲イメージ (移設後)

号炉 設置許可基準規則等への適合'性について (緊急時対策所の設置)(設計基準対象施設)(1/2)(抜 粋 )

細卜
i認島整 訂覗訂

子

:¨1:津波監視カメラ
(海水ポンプ室)視野

□ :カメラ視野重畳箇所
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

平成31年 1月 22日審査会合資料2-2大飯 3号炉及び4


